
 

 

 

 

 

 

 

碧南市民病院経営強化プラン 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月 

碧 南 市 



 

 

 



 

 

目次 

第１ 碧南市民病院経営強化プランについて ·························· 1 

１ 経営強化プラン策定の趣旨 ·························································· 1 

２ 経営強化プランの概要 ································································ 1 

３ 碧南市民病院の概要 ··································································· 3 

第２ 西三河南部西医療圏及び碧南市民病院の現状 ················· 4 

１ 将来人口及び患者数推計 ····························································· 4 

２ 医療圏域内の医療提供体制 ·························································· 6 

３ 碧南市民病院の現状 ································································· 11 

第３ 碧南市民病院の目指す姿とプランにおける取組みの柱 ··· 16 

１ 碧南市民病院の将来的な目指す姿 ··············································· 16 

２ 碧南市民病院の重点課題と取組みの柱 ········································· 16 

第４ 経営強化プランにおける取組 ···································· 18 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 ··············································· 18 

２ 医師・看護師・メディカルスタッフ等の確保と働き方改革 ·············· 22 

３ 経営形態の見直し ···································································· 23 

４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 ······················· 24 

５ 施設・設備の最適化 ································································· 25 

６ 経営の効率化等 ······································································· 26 

第５ アクションプラン一覧 ············································· 29 

（参考）用語解説 ····························································· 33 





 

－ 1 － 

第１ 碧南市民病院経営強化プランについて 

１ 経営強化プラン策定の趣旨 

平成２８年３月に総務省から示された、「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、

平成２９年度から令和２年度までの４か年を計画期間として、平成２９年３月に「碧南

市民病院 中期経営計画（改定版）〈新公立病院改革プラン〉」（以下、旧改革プラン）を

策定しました。 

旧改革プランでは、「活性型組織に向けた目標意識の向上と組織の柔軟化」、「地域住

民及び医療機関から求められる医療の提供」、「将来にわたり安定した経営基盤の確立」

の三つを基本方針とし、着実に実行を進めてきました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大や一部診療科の医師不足の影響から

患者数は減少基調にあり、経常収支の黒字化が困難な状況が継続しています。 

令和３年度末に総務省から新たに、新興感染症（※１）等への対応も含めた「持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」（令和４年３月

２９日付け総財準第７２号総務省自治財政局長通知）（以下、経営強化ガイドライン）

が示されました。 

そのため、本ガイドラインを踏まえ、今後の碧南市民病院（以下、当院）における新

たな経営計画として、「碧南市民病院経営強化プラン」（以下、経営強化プラン）を策定

しました。 

 

２ 経営強化プランの概要 

（１） 経営強化プランに定める事項 

碧南市民病院において立案する経営強化プランは、総務省から発出された経営強化ガ

イドラインに示された下記６つの視点に沿って計画を策定することとします。 

ア 役割・機能の最適化と連携の強化 

イ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

ウ 経営形態の見直し 

エ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

オ 施設・設備の最適化 

カ 経営の効率化等 
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（２） 経営強化プランの期間 

経営強化プランは、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）ま

での期間を対象とします。当該期間は、２０４０年を見据えた長期的な体制整備の最初

の５年間として位置づけ、高齢者人口の伸びは落ち着くが後期高齢者が急増し現役世代

（担い手）が急減する医療提供体制の構築に向けて改革を行います。 

なお、愛知県保健医療計画（※２）の状況や愛知県地域医療構想（※３）、経営状況の変

化により、必要に応じて適宜見直すものとします。 

（３） 経営強化プラン策定の検討体制 

経営強化プラン策定に当たっては、院内の幹部会議を中心に、市の関連部局や外部ア

ドバイザーより専門的なご助言をいただきながら検討を行い、碧南市病院事業の設置等

に関する条例（平成元年碧南市条例第７６号）第３条に規定する碧南市民病院運営審議

会にて審議を行いました。 

【碧南市民病院内検討体制】 

碧南市民病院 碧南市 

  企画・財政担当部局 総務部  

経営企画課長 

  医療政策担当部局 健康推進部  

健康課長 

  病院長 

  副院長 

  看護部長 

  経営管理部長 

  医事経営課長 

  管理課長 

  医事経営課 

課長補佐 

外部アドバイザー 

  コンサルタント  

【碧南市民病院運営審議会】 

開催日時 令和５年２月６日（月）、令和５年７月３日（月） 

委員メンバー   碧南市医師会 会長・副会長 

  碧南歯科医師会 会長 

  碧南市薬剤師会 会長 

  碧南市各種団体代表等 

  知識経験者      計１８人の委員 
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３ 碧南市民病院の概要 

名称 碧南市民病院 

所在地 愛知県碧南市平和町３丁目６番地 

開設年月 昭和６３年５月 

病床数 一般病床 ２５５床 ※地域包括ケア病棟４５床含む 

基本理念 「温かな心のこもった医療」の提供 

基本方針 １ 医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に人格、権利を尊重して、心のこも

った医療を行います。職員は誠実な人柄と品位を持ち、日々その維持、向上に

努めます。 

２ 質の高い医療を提供します。新しい医学、医療技術の研鑽（さん）を行い、高

度な医療の提供に努めます。わかりやすい言葉による説明と同意のもとに適

切な医療を行います。医療情報を提供し適切な医療が選択できるよう支援し

ます。チーム医療により最良の医療を行うよう努めます。 

３ 安心の医療、心穏やかな医療を提供します。安全管理の充実を図り、快適な環

境の整備に努めます。 

４ 救急医療、地域医療機関連携の推進をします。救急医療、急性期医療、高度医

療、地域住民健康教育など、地域における市民病院の役割を認識して責任を果

たすよう努めます。 

５ 健全な運営、管理を行います。健全経営を行い、医療機器設備の効果的な活用

に努めます。 

診療科目   内科 

  循環器内科 

  メンタルクリニック 

  神経内科 

  アレルギー科 

  小児科 

  外科 

  整形外科 

  脳神経外科 

  呼吸器外科 

  皮膚科 

  泌尿器科 

  産婦人科 

  眼科 

  耳鼻いんこう科 

  リハビリテーション科 

  放射線科 

  麻酔科 

  病理診断科 

  歯科口腔外科 

診療指定   保険医療機関 

  救急告示病院 

  労災保険指定病院 

  地方公務員災害補償基金愛知県 

支部指定医療機関 

  結核指定医療機関 

  生活保護法指定医療機関 

  更生医療指定医療機関 

  育成医療指定医療機関 

  被爆者一般疾病医療機関 

  養育指定医療機関 

  難病指定医療機関 

  先天性血液凝固因子障害治療研究 

事業受託病院 

  小児慢性特定疾病指定医療機関 

  肝疾患専門医療機関 
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第２ 西三河南部西医療圏及び碧南市民病院の現状 

１ 将来人口及び患者数推計 

（１） 西三河南部西医療圏における将来推計人口 

当院が位置する西三河南部西医療圏（※４）における将来推計人口は、２０２０年の７

０２千人から２０４５年には６８９千人まで減少することが見込まれます。一方で高齢

者人口は年々増加しており、高齢化率は２０２０年の２２パーセントから２０４５年に

は３０パーセントへ上昇することが見込まれています。 

図 西三河南部西医療圏将来推計人口 

 

注：２０１５年及び２０２０年国勢調査における人口データは年齢の不詳補完データを用いている 
出所：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（２０１８年推計） 
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（２） 碧南市の将来推計患者数 

高齢化率が上昇する影響を受け、碧南市の推計入院患者数は年々増加し、２０４５年

には１日６０８人と推計され、２０２０年よりも１１パーセント増加すると見込まれま

す。中でも６５歳以上の患者は２０２０年よりも２３パーセント高くなると見込まれま

す。 

また、碧南市の推計外来患者数は、２０４５年には１日４,１３８人と推計され、２

０２０年より２パーセント減少する見込みですが、６５歳以上の外来患者数は年々増加

し、２０パーセント高くなる見込みです。 

上記のとおり、碧南市の今後の入院・外来の患者は高齢者が中心となっていくことが

想定されます。 

図 碧南市将来患者数推計 

入院患者推計 外来患者推計 

 
推計方法：碧南市の将来推計人口(５歳年齢区分別市町村別将来推計人口)×愛知県疾病分類別患者受療率(対１０万人)  

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（２０１８年推計）,厚生労働省「平成２９年度患者調査_受療率
（人口１０万対），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別」より作成 
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２ 医療圏域内の医療提供体制 

（１） 地域医療構想の動向 

平成２６年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律」（以下「一括法」という。）が成立しました。この一括法で

は、今後の高齢社会において医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れ

た地域で安心した生活ができるよう、切れ目のない医療及び介護提供体制の確立が目指

されています。そして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための「地

域医療構想」が策定され、医療計画に盛り込まれています。 

愛知県医療計画における西三河南部西医療圏保健医療計画の当該医療圏の方針では、

県内でも特に進展する少子高齢化及び過疎地域への対策のために均衡ある保健・医療・

福祉サービスの提供体制の構築が望まれており、患者の病状に応じた適切な医療の享受、

高齢化の進展による疾病構造の変化等に伴う現状と課題、今後の方策が整理されました。 

愛知県が試算した令和７年（２０２５年）における西三河南部西医療圏での必要病床

数は４,９９８床です。平成２７年（２０１５年）の病床機能報告制度に基づく許可病

床数４,７５８床よりも２４０床多い病床数となっていましたが、令和３年（２０２１

年）の病床機能報告制度においては、圏域全体の許可病床数は４,６４６床まで減少し

ています。 

西三河南部西医療圏における急性期の中心的役割は、安城更生病院と刈谷豊田総合病

院が担っており、その他の医療機関は、急性期機能と回復期や慢性期の機能を併せ持つ

ケアミックス病院が多くを占めています。地域医療構想の必要病床数のうち「高度急性

期」及び「回復期」が不足している状況です。（※５） 



 

－ 7 － 

図 西三河南部西医療圏及び近隣医療圏における医療機関 

 

 
出所：愛知県「西三河南部西医療圏保健医療計画（２０２２年３月）」、厚生労働省「令和３年度病床機能報告の報告結果について」 

 



 

－ 8 － 

（２） 救急の状況 

三次救急を担う病院は安城更生病院と刈谷豊田総合病院であり、二次救急を担う病院

は当院を含め４施設となっています。碧南市における二次救急医療機関は当院のみです。

令和３年度の救急外来は年間３,３９１件の救急搬送を受入れ、約１０,０００件の救急

患者に対応しています。また救急搬送された患者のうち、軽症の救急搬送患者は７３パ

ーセントが当院に搬送されていますが、中等症の４８パーセント、重症の４３パーセン

トは当院以外（市外）に搬送されています。 

図 碧南市における救急の状況 

 

出所：衣浦東部広域連合消防局救急搬送データ ※年間３００件以下の施設は除外、５年間計の多い順 
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（３） 患者受療動向 

碧南市国民健康保険患者における市内診療の割合は、外来患者が７５パーセントと高

い割合である一方、入院患者は３５パーセントに留まり、安城市や刈谷市等への市外流

出の割合が多くなっています。 

入院患者の市外流出が多い疾患は、新生物（７６パーセント）、眼科（６６パーセン

ト）、消化器（６５パーセント）、腎尿路（６４パーセント）等です。また、２０歳以上

６５歳未満の年齢層、及び、西端地区において入院患者の市外流出が多い傾向にありま

す。 

一方、産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、口腔外科は市外から患者が流入する割合が高

い傾向にあります。 

 

図 碧南市国民健康保険患者における外来受療動向 

 

 
出所：碧南市国民健康保険レセプト（令和２年度及び令和３年度）より作成 
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図 碧南市国民健康保険患者における入院受療動向 

 
 

出所：碧南市国民健康保険レセプト（令和２年度及び令和３年度）より作成 
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３ 碧南市民病院の現状 

（１） 碧南市民病院の患者数 

当院の患者数は入院・外来ともに減少基調にあります。令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴う診療制限や患者の受診控えにより大きく減少し、その後令和３年

度においても以前の水準までは戻っていない状況で推移しています。 

図 碧南市民病院の入院患者数の経年推移 

 

図 碧南市民病院の外来患者数の経年推移 

 
出所：碧南市民病院「医事統計」 

 

単位：人/年 

単位：人/年 
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（２） 碧南市民病院の職員数 

医師の高齢化や医師１名～２名体制の診療科が一定程度あることから、夜間救急や外

来診療における医師への負担が多い状況にあります。また看護師数は減少基調にあり、

同規模公立病院と比較すると給食部門やリハビリ部門等のその他医療スタッフ数が少

ない状況にあります。 

図 碧南市民病院の職員数（常勤換算後）の経年推移 

  

出所：碧南市民病院「職種別職員数」 
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図 同規模公立病院との１００床当たり職員数の比較（令和３年度） 

医療機関名（病床数） 医業収益対 
職員給与比率 

１００床当たり職員数（人） 

全職員 医師 看護部門 事務部門 その他部門 
中津市⺠病院(２５０) ５０.５％ ２１３.２ ２４.４ １２６.８ ３４.４ ２７.６ 
市立池田病院(３６４) ５１.２％ ２１８.１ ３８.５ １１９.２ ２１.２ ３９.３ 
草加市立病院(３８０) ５４.２％ １９１.６ ４１.１ １０５.０ １６.１ ２９.６ 
三沢市立病院(２２０) ５４.６％ １９０.０ ３０.９ １１０.９ ２２.３ ２６.０ 
昭和伊南総合病院(３００) ５６.３％ １６５.７ １１.３ ９１.０ ２５.３ ３８.１ 
市立三次中央病院(３５０) ５６.７％ １４８.０ ２２.９ ９０.９ １１.１ ２３.２ 
みやぎ県南中核病院(３１０) ５６.９％ ２２４.８ ４３.２ １１６.５ ２５.２ ４０.０ 
八尾市立病院(３８０) ５７.３％ １９１.１ ３６.３ １１１.８ １５.０ ２７.９ 
徳島市⺠病院(３３５) ５７.４％ １９２.２ ２１.２ １１６.１ ２４.５ ３０.６ 
沼津市立病院(３８７) ５８.２％ １７２.４ ２３.０ １０２.８ １８.９ ２７.６ 
富士宮市立病院(３８０) ５９.０％ １７１.８ １７.９ １０５.８ ９.７ ３８.４ 
中津川市⺠病院(３６０) ５９.４％ １７１.９ ３４.２ ９１.４ １２.２ ３４.２ 
国保⿊⽯病院(２５７) ５９.９％ １３１.５ １０.１ ８４.８ １６.０ ２０.７ 
三田市⺠病院(３００) ６０.３％ ２１０.０ ２５.３ １１１.０ ２７.３ ４６.３ 
北村山公立病院(３００) ６０.９％ １２７.０ ７.３ ７２.３ １９.３ ２８.１ 
⻄脇病院(３２０) ６０.９％ １６８.１ ２２.２ ９８.４ １１.９ ３５.６ 
大和高田市立病院(３２０) ６１.０％ ２００.６ ３３.４ １２０.０ １３.４ ３３.８ 
橋本市⺠病院(３００) ６１.０％ １７０.０ ２１.７ ８０.０ ２０.３ ４８.１ 
尾道市立市⺠病院(２９０) ６１.７％ １８３.１ １２.８ １０４.１ ２３.４ ４２.９ 
貝塚病院(２４９) ６１.９％ ２２６.５ ４４.２ １０７.２ ３８.６ ３６.４ 
蒲郡市⺠病院(３８２) ６２.２％ １６５.２ ３０.６ ９５.８ １５.４ ２３.４ 
山陽⼩野田市⺠病院(２１５) ６２.４％ １４９.８ １２.１ １０３.３ １４.４ ２０.０ 
鳥取市市立病院(３４０) ６４.２％ １７４.１ １８.５ １００.６ ２３.８ ３１.２ 
公立八女総合病院(３００) ６４.２％ ２１９.３ １９.０ １２３.０ ２８.３ ４９.１ 
米沢市立病院(３２２) ６４.８％ １８５.１ １５.２ １０３.４ ２９.５ ３７.０ 
公立福生病院(３１６) ６５.７％ １８６.７ ４４.０ ９３.４ ２０.６ ２８.７ 
名張市立病院(２００) ６６.２％ ２１２.０ ５２.０ １０９.５ ２０.０ ３０.５ 
⻄尾市⺠病院(３７２) ６６.６％ １７４.２ ４０.１ ８９.８ １２.４ ３２.１ 
光市立光総合病院(２１０) ６７.１％ １６８.６ ２０.０ ９９.５ ２４.８ ２４.４ 
稲沢市⺠病院(３２０) ６７.２％ １６５.６ ２７.５ ８９.７ ２１.６ ２７.０ 
日野市市立病院(３００) ６７.７％ ２２８.７ ６２.３ １１０.３ ２６.０ ２９.９ 
箕面市市立病院(３１７) ６８.１％ ２０９.５ ２６.２ １１２.９ ２６.２ ４４.２ 
⻄宮市中央病院(２５７) ６８.５％ １６５.０ ２７.２ ７０.０ １９.１ ４８.５ 
碧南市⺠病院(３１９) ７１.７％ １８４.０ ４５.１ ９０.９ １５.７ ３２.３ 
柏原市市立柏原病院(２２０) ７２.７％ １８９.１ ４７.７ ９０.９ １９.１ ３１.４ 
加賀市医療センター(３００) ７２.９％ １８８.０ １７.０ １１０.３ ２５.０ ３５.６ 
阿伎留医療センター(３０５) ７３.０％ １７５.４ ３７.０ ７９.７ １２.５ ４６.２ 
泉大津市市立病院(２３０) ７３.０％ １８３.０ ２５.７ ９８.３ ３２.６ ２６.５ 
国保中央病院(２２０) ７６.７％ １３２.３ ２１.４ ６７.３ １０.５ ３３.２ 
稲城市市立病院(２９０) ７９.２％ ２１６.６ ５２.１ １０２.４ １４.８ ４７.３ 
弘前市市立病院(２５０) ９３.４％ ８６.８ ４.４ ５１.６ １５.２ １５.６ 

 
出所：総務省「地方公営企業年鑑」 
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（３） 碧南市民病院の経営状況 

新型コロナウイルス感染症の蔓延により患者数が減少した影響を受け、医業収支比

率（※６）は低下傾向にありましたが、令和３年度に従前の水準程度まで改善していま

す。加えて、新型コロナウイルス感染症への対応に関する補助金の受領による医業外

収益が増加したことにより経常損益がプラスとなり、経常収支比率（※７）は令和３年

度に１００パーセントを超えています。 

医業収益は令和３年度に改善基調となっていますが、医業損益は依然として赤字基

調が継続しています。 

同規模公立の病院と比較して医業収益が他院よりも少ない傾向にあることから、給

与費比率や減価償却費比率などの医業収益対医業費用比率が高く算定される傾向に

あります。病床利用率を高め、診療単価の向上による生産性の向上が課題となってい

ます。 

職員の経営に対する意識や専門人材の不足、部署間のコミュニケーション不足によ

る組織運営上の課題も確認されています。 

図 碧南市民病院の損益構成の経年推移 
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図 愛知県内公立病院の経常収支比率（令和３年度） 

(単位：百万円) 

医療機関名 病床数 
経常収支 
比率 

修正医業 
収支比率 

医業収益 医業外収益 医業費用 医業外費用 

新城市⺠病院 １９９ １１７.８％ ７４.１％ ２,６５２ １,７２３ ３,５５１ １６３ 

稲沢市⺠病院 ３２０ １１３.６％ ８０.６％ ５,５６５ ２,５４０ ６,７４８ ３８５ 

蒲郡市⺠病院 ３８２ １１３.４％ ８４.０％ ７,３４１ ３,０１１ ８,５９５ ５３５ 

豊橋市⺠病院 ８００ １１２.２％ ９６.０％ ３１,２１７ ５,８８７ ３１,８１１ １,２５９ 

岡崎市⺠病院 ６８０ １０９.１％ ９１.６％ ２１,７３５ ５,０４２ ２３,４４２ １,１０７ 

みよし市⺠病院 １２２ １０９.０％ ７８.９％ ２,２３５ ８７９ ２,６９６ １６２ 

⻄知多総合病院 ４６８ １０８.４％ ８５.３％ １１,５８９ ３,３２２ １３,１７２ ５８５ 

春日井市⺠病院 ５５８ １０８.０％ ９３.４％ １６,８８４ ３,１１６ １７,３７４ １,１５１ 

常滑市⺠病院 ２６６ １０７.２％ ８４.１％ ５,４７８ １,８８０ ６,３８０ ４８６ 

半田市立半田病院 ４９９ １０５.７％ １００.０％ １３,１８５ １,１７８ １２,９４１ ６４６ 

津島市⺠病院 ３５２ １０５.６％ ８３.５％ ７,５４７ ２,１０９ ８,７０３ ４４４ 

豊川市⺠病院 ５２７ １０５.２％ ８５.３％ １４,６０５ ３,１８８ １６,２０６ ７１３ 

⼀宮市立市⺠病院 ５９４ １０５.０％ ９５.１％ ２１,２３３ ３,３８２ ２２,０１２ １,４２２ 

⼀宮市立⽊曽川市⺠病院 １３０ １０４.４％ ８７.６％ ２,０７８ ４１４ ２,２９６ ９０ 

⻄尾市⺠病院 ３７２ １０２.９％ ８０.４％ ７,１９２ ２,２３１ ８,７３７ ４２１ 

公立陶生病院 ６３３ １０１.１％ ９２.９％ ２３,５９８ ３,１３６ ２４,９３７ １,５１７ 

碧南市⺠病院 ３１９ １０１.１％ ７３.２％ ５,７００ ２,３６０ ７,５９４ ３７６ 

⼩牧市⺠病院 ５２０ １０１.０％ ８８.２％ ２０,７９２ ４,０８４ ２３,３９１ １,２３８ 

注１）経常収支比率の降順 
注２）政令指定都市及び想定企業会計、指定管理者制度導入病院を除く 

出所：総務省「地方公営企業年鑑」 
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第３ 碧南市民病院の目指す姿とプランにおける取組みの柱 

１ 碧南市民病院の将来的な目指す姿 

当院は碧南市の公立病院として、市内の医療機関と連携しながら碧南市の救急医療、

急性期医療の中心的な役割を果たしています。また、西三河南部西医療圏において不

足している回復期機能について、他の医療機関や介護福祉施設と連携して患者の在宅

復帰等を支援し、地域包括ケアシステム（※８）の構築に貢献しています。 

今後、２０４０年に向けて生産年齢層の減少、高齢患者の回復期に対する医療需要

の拡大が見込まれます。そのために、現在のままでは地域の医療提供体制を維持して

いくことが困難になっていくことが想定されています。 

持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、地域における病床機能や医療ス

タッフ等の医療資源を地域全体で効率的に確保し、活用する視点が重要となっていま

す。地域における病院間の連携や役割分担の推進を図り、病院が長期的に目指す将来

の姿を見定め、地域における医療提供体制の維持と経営の効率化に取り組んでいくこ

とが必要と考えられます。 

当院では、将来的な地域の医療環境の変化を見据え、引き続き、救急告示病院（※９）、

在宅療養後方支援病院（※１０）として市民の期待に応え、そして、地域の医療機関と

の連携促進により地域医療の拠点機能として紹介受診重点医療機関を検討し、地域に

求められる医療機関を目指します。また、必要な人材を確保してより高い生産性を実

現し、働き甲斐と働きやすさを確保した、持続可能な運営体制の構築を目指します。 

 

２ 碧南市民病院の重点課題と取組みの柱 

当院が目指す将来の姿の実現に向け、経営強化プランでは以下の重点課題に対する

取組みを推進します。 

【重点課題１】救急・感染症・災害医療提供体制の確保 

公立病院の果たすべき役割を踏まえ、救急医療、新興感染症、災害時等の医療提供体

制の充実・整備を図ります。 

【重点課題２】急性期機能の充実・病診連携の推進 

医療の質向上を目指し急性期入院、重点外来医療の強化及び病診連携を推進します。 
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【重点課題３】回復期機能の充実・地域包括ケアシステムへの貢献 

地域包括ケア病棟（※１１）の活用、地域の施設や行政と連携して、地域の健康増進、

及び地域包括ケアシステムの構築に貢献します。 

【重点課題４】病院間連携・役割分担、長期構想の検討 

医療提供体制を充実・確保していくために、将来を見据えた病院間連携及び長期的

な病院のあり方を明確化します。 

【重点課題５】生産性の向上、患者サービスの充実 

チーム医療やＩＣＴの活用、業務の見直しを推進し、業務効率・生産性の向上、適切

な収益の確保、ホスピタリティ及び患者サービスの充実を図ります。 

【重点課題６】職員の働きやすい環境の整備と人材の確保 

医療スタッフにとって働き甲斐があり、働きやすい職場環境を目指し、職員間コミ

ュニケーションの活性化、各種制度の充実及び人材確保を図ります。 

【重点課題７】持続可能な経営管理体制の整備 

自率的な経営を目指し、職員のコスト意識の向上、部署目標の明確化、及び経営管理

体制の見直し等により経営施策の実行力を強化します。 
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第４ 経営強化プランにおける取組 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 

（１） 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能 

ア 救急医療及び急性期医療、回復期医療 

誰もが住み続けたいと思える地域づくりのために医療提供体制の構築が重要であ

ることから、当院は公立病院として民間の医療機関と適切な役割分担のもと、地域に

おいて必要な医療提供体制を確保していきます。 

当院は、碧南市における救急医療及び急性期医療の中心的な役割を担っています。

市内及び医療圏の救急医療体制を維持するため、救急受入れ及び応援体制を充実させ

るとともに、救急隊や市内の医療機関と連携しながら信頼される医療機関を目指し、

地域医療の拠点機能を増強していきます。 

また、高齢化が進むにつれ、回復期医療需要が高まってきており、平成２７年度に

地域包括ケア病棟を新設しました。今後さらに高齢患者が増加していくことが見込ま

れているため、救急告示病院として高齢者の救急医療体制を整備していくとともに、

在宅復帰支援や在宅療養後方支援の役割を果たすべき回復期医療も担っていきます。 

イ 感染症医療及び災害医療 

感染症医療及び災害医療といった政策医療において、地域の拠点病院等と連携して

地域の医療提供体制が確保できるよう地域の公立病院として受入れ体制を整備して

いきます。新興感染症の感染拡大時の病棟や患者動線の確保、施設設備の整備、また

災害時の対策として、行政や保健所・近隣病院等と連携し、地域住民を巻き込んだ防

災訓練を実施し、災害時の受け入れ態勢を整備していきます。 

ウ 病床機能ごとの病床数 

令和４年度から令和５年度にかけて病棟改修を行い、ＨＣＵ（ハイケアユニット）

の整備とともに一般病床はダウンサイジングし、従来３１９床あった許可病床数を高

度急性期機能４床、急性期機能２０６床、回復期機能４５床の２５５床とします。 
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図 碧南市民病院の病床数 

病床数 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

(前プラン策定) 

令和５年度 

（２０２３年度） 

(プラン策定) 

令和７年度 

（２０２５年度） 

(地域医療構想) 

令和９年度 

（２０２７年度） 

(目標) 

高度急性期 － － ４床 ４床 

急性期 ２７４床 ２１０床 ２０６床 ２０６床 

回復期 ４５床 ４５床 ４５床 ４５床 

計 ３１９床 ２５５床 ２５５床 ２５５床 

 

（２） 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

ア 在宅復帰支援、在宅療養の後方支援、疾病予防や健康づくり活動 

当院は、地域包括ケアシステム構築への貢献として、救急医療体制を堅持しつつ、

地域包括ケア病床を活用して、急性期治療後の在宅復帰支援の充実を図ります。 

在宅患者や介護施設で療養している入所者の急性増悪時の受入れ等の在宅療養の

後方支援に関しても、西三河南部西地区を対象として在宅での生活を支える機能を強

化していきます。 

また、院外においても、職員による市民向け出前講座の開催及び広報活動などを通

じて、疾病予防や健康づくりを促進する活動を行います。 
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（３） 機能分化・連携強化 

ア 病診連携の推進 

医療機関の役割分担の推進について、紹介受診重点医療機関の制度が令和５年度か

ら開始されます。紹介受診重点医療機関とは、外来機能報告を踏まえて地域で協議を

行い指定される、かかりつけ医と地域の医療資源を重点的に活用する外来機能を基幹

的に担う病院のことを指します。 

当院は碧南市における急性期医療の役割を担っていることから、地域連携部門が中

心となって開業医等の地域のかかりつけ医との連携強化を図り、紹介患者の受け入れ

体制の充実を図るとともに、役割分担を推進する活動を行っていきます。そして、地

域医療の拠点病院としての役割を果たすため、その先にある紹介受診重点医療機関に

選定されることを目指し、地域住民から信頼される医療機関として理解を得るための

活動を進めていきます。 

イ 介護施設及び在宅医との連携の促進による退院支援・サブアキュートの充実強化 

少子高齢化、核家族化が進んでいる中、病状改善後の療養生活には、保健福祉行政、

介護施設、在宅医等との連携が不可欠となります。そして、急性期の治療を終えた患

者の地域生活への円滑な移行を図り、在宅医療・介護での生活に支障が生じた場合に

は、速やかな診療・処置が行えるよう、介護施設及び在宅医との情報連携を進めると

ともに、連携体制を構築していきます。 

ウ 基幹病院等との連携強化 

安城更生病院等との急性期機能を担う圏域内の基幹病院との連携強化を図り、急性

期の治療を終えた患者の地域生活への円滑な移行を図るために、病病連携による回復

期の患者の受け入れ体制を構築します。 

また、組織的な連携の強化に向けて、地域医療連携推進法人制度（※１２）の活用も

検討していきます。 
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（４） 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

当院の役割を果たし、医療機能を発揮するとともに、地域における他の病院等との

連携を強化していくために、数値目標を設定します。 

〇 医療機能や医療の質、連携の強化等にかかる数値目標（ＫＰＩ目標値） 

項目 指標 
令和３年度 

(実績) 

令和９年度 

(目標) 

医療機能 新入院患者数 ５,１２７人 ６,４００人 

救急搬送患者数 ３,２８１人 ３,６００人 

救急入院率 ３７％ ４０％ 

ＨＣＵ病床稼働率 - ９０％ 

手術件数 １,８６８件 ２,２００件 

全身麻酔件数 ６００件 ７１０件 

入退院支援件数 ２,０８９件 ２,５００件 

医療の質 ＤＰＣ（※１３）入院期間Ⅱ以内割合 ５４％ ７０％ 

平均在院日数 １３.６日 １２.５日 

連携の 

強化等 

紹介率 ５８％ ７０％ 

逆紹介（※１４）率 ５６％ ７０％ 

その他 職員満足度点数 ６６.２点 ６８.０点 

業務改善提案件数 - １.０件/人 

市民講座開催件数 １０回 １２回 

健康づくり活動参加数 ４回 １２回 

 

（５） 一般会計負担の考え方 

碧南市民病院に対する一般会計からの繰入金は、総務省通知の繰出基準に基づいた

基準内繰入を原則とするほか、減収補填に関する経費及び経営安定化に要する経費と

して独自基準による繰り入れを行っています。 
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病院事業は、独立採算を原則とする地方公営企業ですが、救急医療、周産期医療、

小児医療等、採算性を求めることが困難な医療機能を担っています。これらの医療を

提供するために要する経費等について、引き続き総務省の繰出基準等に基づいた繰り

入れを受けています。 

その他、新興感染症等による減収補填及び現金残高の増加による経営安定化に資す

るための経費として必要に応じて基準外での繰り入れを行います。 

（６） 住民の理解のための取組 

当院は市民の強い要望により設立された病院であり、運営継続のためには市民及び

市行政の理解が欠かせません。運営状況や方針について、市議会や各種団体の代表者、

識見を有する者等で構成される碧南市民病院運営審議会で説明、審議を継続して行っ

ていきます。 

市民に向けては、広報誌「ほほえみ」やホームページ・ＳＮＳを通じて院内の情報

を公開してきました。今後は広報人材を確保し、広報媒体や病院祭のさらなる活用や、

地域住民と議論するタウンミーティングの場を設けるなど情報発信を推進し、当院の

役割、機能分化や連携強化に関する理解が得られるよう、より分かりやすいコミュニ

ケーションを行っていきます。 

 

２ 医師・看護師・メディカルスタッフ等の確保と働き方改革 

（１） 医師・看護師・メディカルスタッフ等の確保 

病院機能を維持していくために必要な人員を確保していかなければなりません。特

に夜間救急や手術などに柔軟に対応するための救急医や病院総合医の確保を図って

いく必要があります。また、院内の職員は全体的に高齢化が進んでおり、特に３４年

前の設立当初から勤務する職員は定年が近づいています。医師も高齢化は深刻な課題

であるため、大学病院と連携し、各診療科の常勤医師の採用に力を入れていきます。 

加えて、安城更生病院、刈谷豊田総合病院等の地域の中核的医療を担う基幹病院と

連携して、機能連携の推進を図って医師等の協力派遣体制を構築していきます。 
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当院では子育て世代を支援すべく、院内保育所を設置しており、多くの職員が利用

しています。今後更なる生産年齢層の減少が生じ、働き手が不足することが見込まれ

ます。子育て支援策等、職員の誰もが安心して長く働ける病院づくりを通じて、病院

機能に応じて看護師、メディカルスタッフの確保に努めていきます。 

（２） 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

若手医師や研修医の受入れを図るにあたり、大学等への働きかけを行うとともに、

研修プログラムの充実やＩＣＴ環境も含めた研修体制の整備、研修派遣機会の創出・

支援などの受入れ体制の充実を図っていきます。 

（３） 医師の働き方改革への対応 

医師の時間外労働規制が令和６年度から開始されます。適切な労務管理の推進のた

め、当院では勤怠管理システムを導入し電子端末を用いた顔認証による出退勤管理を

実施し運用しています。 

また当院では勤務形態として、夜間救急に関する宿日直許可を取得しています。加

えて、特定労務管理対象機関の指定も含めて検討し、地域医療及び救急体制の確保・

維持を図っていきます。 

当直明け勤務の負担軽減や非常勤医師の確保、医師事務作業補助者の育成や各職種

へのタスクシフト・シェアの推進、ＡＩ問診等のＩＣＴの活用等により医師の業務負

担の軽減を図っていきます。労務管理体制の強化や勤務体制の柔軟化、チーム制の導

入などを検討し、医師の働き方改革を推進していきます。 

 

３ 経営形態の見直し 

現在当院は、地方公営企業法における財務規定等の一部を適用（※１５）しています。

当院が位置している西三河南部西医療圏では、今後人口減少・高齢化に伴う医療需要

の増加に対して、医療従事者や職員の確保が困難となることが見込まれます。そのた

め病院事業は行政政策として救急医療や小児医療などの不採算医療や地域医療を確

実に提供する体制を整備・運用していくことが重要であると考えます。 

そこで当院は今後経営改善の取り組みをする中で、経営の強化に向けてより自律的

な経営を行うために地方公営企業法の全部適用（※１５）等への移行を検討します。 
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４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

公立病院は、新型コロナウイルス感染症等への対応において、積極的な病床確保と

入院患者の受入れをはじめ、発熱外来の設置やＰＣＲ検査、ワクチン接種等で中核的

な役割を果たしているところであり、感染症拡大時に公立病院の果たす役割の重要性

が改めて認識されました。 

新興感染症等への対応については第８次医療計画から「新興感染症等の感染拡大時

における医療」が記載事項に追加されることも踏まえ、公立病院においては感染拡大

時に備えた平時からの取組みを進めていく必要があります。 

（１） 感染拡大時に向けた病床の確保 
現在、碧南市民病院は、公立病院として碧南市内及び西三河南部西医療圏における

新型コロナウイルス感染症に対応するため、専門病床を整備しています。 

今後は、平時には一般病床としての利用ができ新興感染症が拡大した際には当院で

対応可能な専門病床へ転用できるよう、機動的な活用を図っていきます。 

（２） 感染対策向上加算における地域連携 

当院では感染制御室を設置し、感染対策向上加算１の施設基準（※１６）を満たした

体制を整備しています。地域の医療機関及び保健所・医師会と連携したカンファレン

スも実施しており、新興感染症の発生時には、愛知県などの要請を受け感染症患者を

受け入れる体制を整備しています。 

（３） 次世代専門人材の確保・育成 

感染担当の医師（インフェクション・コントロールドクター）及び感染管理認定看

護師が中心となって院内及び地域の感染対策に取組んでいます。引き続き、地域の中

心となって感染対策を進めるにあたり、医師や看護師、さらには薬剤師や臨床検査技

師などの感染管理に関する次世代の人材の確保・育成を図っていきます。 

（４） 感染防具等の備蓄、院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 

当院では、感染対策委員会を中心とした院内感染対策を実施し、新型コロナウイ

ルス感染症の流行以前から、感染防具等の常時備蓄を行い平時から感染対策に取り

組んできました。引き続き、感染対策委員会内の専門部門となる院内感染対策チー

ム（ＩＣＴ）が主体となり、院内感染の防止対策を講じていきます。 
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また、随時院内感染対策マニュアルの見直しや事業継続計画（ＢＣＰ）の更新を

行いながら、有事における職員個々の対応について共有を図っていきます。 

 

５ 施設・設備の最適化 

（１） 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

ア 病院の改修及び医療機器の更新 

公立病院は、厳しい経営状況が続く中で、今後、人口減少や少子高齢化の急速な進

展に伴い医療需要が変化していくことを踏まえ、長期的な視点をもって、病院施設や

設備の長寿命化や更新などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化する

とともに、投資と財源の均衡を図ることが必要です。 

当院は建設後３４年以上が経過し建物設備や医療機器が老朽化しています。そのた

め、病棟の壁紙の変更や照明のＬＥＤ化、トイレなど老朽化した設備の更新、また４

人部屋を３人部屋に変更して身の回りの荷物を収納するロッカーを設置する等の患

者サービス向上やランニングコストの抑制のために病棟改修を行っています。 

施設設備は今後の老朽化を踏まえ将来的な建物のあり方を検討するほか、医療機器

に関しては適切な管理による修理コストの削減や、設置台数の見直しにより費用抑制

を図っていきます。 

（２） デジタル化への対応 

ア 電子カルテシステムの更新及びＩＣＴの活用 

電子カルテシステムをはじめとする医療ＩＣＴの活用は、待ち時間の減少などによ

る患者へのサービス向上と、医療職をはじめとする院内の業務の効率化を図るうえで

欠かせません。また地域連携の推進においてもネットワーク化による情報共有・活用

などで、医療ＩＣＴ化は重要な要点となっています。当院では既に電子カルテシステ

ムを導入しており、デジタル化の取り組みを進めておりますが、更なるサービス向上

と業務効率化のために新システムの導入を検討します。 
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外来患者の混雑緩和による感染症対策の強化、待ち時間の短縮を目的として、ＡＩ

問診システムの運用促進や、電子処方箋や診察のオンライン予約及び診療費後払いシ

ステムも検討していきます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライ

ン資格確認）については、医療保険事務の効率化や患者の利便性向上に資するもので

あり、院内での利用促進を図るための情報掲示に努める等の方法により地域住民への

周知を行っていきます。 

医療ＩＣＴの導入には、導入・維持費用が発生しますが、これらの費用の多くは業

務量に関わらず一定額の支払が必要です。このため、医療ＩＣＴ導入に当たっては患

者の利便性向上や業務効率への貢献を考慮するとともに、導入・維持費用のバランス

を勘案して検討を行い、導入済みの各種システムの更改及び保守契約の締結について

も、常に最適化が図られるよう検討を進めます。 

 

６ 経営の効率化等 

（１） 経営指標に係る数値目標 

碧南市民病院の多くの患者は碧南市内の住民であり、今後、高齢化と人口減少が続

いていくなかで経営的には極めて厳しい状況が続くと想定されます。 

こうした中で、医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供していくために、

数値目標を設定します。病院組織改革を断行し、地域に根ざして患者の確保を図ると

ともに、経費の節減及び適正な施設基準などの取得により診療報酬（※１７）を確保し、

令和９年度の経常収支黒字化を目指します。 
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〇 経営指標に係る数値目標（ＫＰＩ目標値） 

項目 指標 
令和３年度 

(実績) 

令和９年度 

(目標) 

収支改善 経常収支比率 １０１％ １０１％ 

修正医業収支比率 ７３％ ９０％ 

収入確保 １日あたり入院患者数 １９６人 ２３７人 

１日あたり外来患者数 ５７０人 ５９２人 

入院単価 ４９,２８２円 ５６,０００円 

外来単価 １３,５５１円 １４,３００円 

経費削減 材料費対医業収益比率 ２３％ ２１％ 

経費対医業収益比率 ２５％ １９％ 

減価償却費対医業収益比率 １２％ ９％ 

経営の安定

性 

常勤医師数 ４５人 ５０人 

職員離職率（定年退職除く） ９.３％ ７.０％ 

 

（２） 目標達成に向けた取組 

数値目標の達成に向けて、地域の医療機関と連携を図りながら、当院の医療機能を

維持するための体制整備を行い、経営の強化を図ります。経営形態の見直しの検討を

通じて、病院運営の管理体制や地域連携体制を強化するため、病院企画部門の設置や

経営へのデータ利活用の推進・人材の育成、地域連携部門の体制充実を図り、病院組

織改革を行います。目標管理体制の実効性を高めるために、各部署の目標管理体制を

見直し、部署目標及び部署横断的な目標を明確にしていきます。 

収益確保の観点からは、収益の向上、診療報酬請求の精度向上に取り組みます。病

床管理を見える化し、施設基準の取得推進や定期的なレセプトチェック、医事勉強会

の開催により、入院及び外来患者数の増加や、患者単価の向上に繋げます。 

費用抑制及び管理体制の強化について、コストの見える化や費用対効果分析により

職員のコスト意識を高めます。また、医療機器や診療材料などの購買プロセスの厳格

化とともに、経費や委託業務内容の精査・見直しを進めます。 

具体的な取組み内容は、後述する第５アクションプランに示します。 
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（３） 収支計画 

各種取組の実施を前提として、対象期間中の各年度の収支計画を策定しました。収

支計画は、診療報酬の改定などの経営環境の変化により影響を受けるため、プラン策

定後においても状況変化を踏まえ必要な見直しを行っていきます。 

 

 

 

  

損益計算書シミュレーション
（金額単位：百万円）

実績 見込 当初予算 計画 計画 計画 計画
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

医業収益 5,700 5,474 6,116 6,525 6,778 7,000 7,242
入院収益 3,524 3,203 4,031 4,234 4,453 4,640 4,848
入院単価(円) 49,282 53,741 53,990 53,300 53,900 54,900 56,000
1日当たり入院患者数(人) 196 163 204 218 226 232 237

外来収益 1,869 1,971 1,800 1,964 1,994 2,025 2,056
外来単価(円) 13,551 13,897 13,202 14,000 14,100 14,200 14,300
1日当たり外来患者数(人) 570 578 561 577 582 587 592

その他医業収益 307 300 285 327 332 335 339
（うち⼀般会計負担金） 140 154 145 135 134 134 134

医業費用 7,594 7,591 8,066 7,906 7,870 8,007 7,955
給与費 4,155 4,101 4,402 4,236 4,267 4,292 4,317
（給与費率） 73% 75% 72% 65% 63% 61% 60%
材料費 1,310 1,329 1,462 1,466 1,482 1,488 1,542
（材料費率） 23% 24% 24% 22% 22% 21% 21%
経費 1,416 1,477 1,606 1,455 1,442 1,429 1,400
（経費率） 25% 27% 26% 22% 21% 20% 19%
減価償却費 684 613 548 720 650 770 669
資産減耗費 12 52 13 13 13 11 11
研究研修費 16 19 35 16 17 17 18

医業損益 -1,894 -2,117 -1,950 -1,381 -1,092 -1,006 -712
（修正医業収支比率） 73% 70% 74% 81% 84% 86% 90%

医業外収益 2,360 1,830 1,333 1,196 1,197 1,204 1,199
医業外費用 376 434 480 429 449 454 444
経常損益 90 -721 -1,096 -614 -344 -256 42
（経常収支比率） 101% 91% 87% 93% 96% 97% 101%

経営強化プラン策定期間
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第５ アクションプラン一覧 

〇 施策Ａ 救急・感染症・災害医療提供体制の確保 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

救急医療体制

の整備 

市内及び医療圏の救

急医療体制を維持す

る 

救急担当医の招聘や救急外来への診療看護師

の起用、救急受入れ及び応援体制を充実する 

また、消防隊との症例検討会の開催や救急外

来受診に関する市民教育などを行っていく 

感染症対応の

継続 

新興感染症へも柔軟

に対応する 

感染対策を継続実施し、感染拡大時の病棟や

患者動線確保、施設設備の整備を行う 

災害時対応の

備え 

災害時に柔軟に対応

できるよう備える 

行政や保健所、近隣病院と連携し、地域住民

を巻き込んだ防災訓練を実施し、災害時の受

け入れ態勢を整備する 

〇 施策Ｂ 急性期機能の充実・病診連携の推進 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

ハイケアユニ

ットの整備 

ハイケアユニットを

高稼働で運用する 

ハイケアユニットの運用体制を構築し、令和

５年８月より稼働する 

診療行為件数

の向上 

診療行為算定件数を

増やす 

診療体制の充実を図るとともに、算定件数の

モニタリングを行う 

入院日数の適

正化 

ＤＰＣ入院期間Ⅱ越

えを減らす 

早期リハビリ及び栄養改善への介入、クリテ

ィカルパス及び病床管理部門によるベッドコ

ントロールを推進する 

外来診療の充

実 

専門外来、検査患者

の数を増やす 

外来診療枠の見直しや外来化学療法の充実、

健診センターとの連携を推進する 

病診・薬薬連携

の推進 

地域の診療所及び薬

局との連携を深める 

紹介患者の受け入れ体制の充実を図るととも

に、かかりつけ医制度の推進や地域医療機関

への情報発信及び交流を推進する 
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〇 施策Ｃ 回復期機能の充実･地域包括ケアシステムへの貢献 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

医療在宅介護

連携の推進 

地域の在宅医・介護

施設との連携を深め

る 

在宅患者及び施設利用者の緊急時の受入れや

地域の在宅医・介護施設への情報発信・交流

を推進する 

在宅復帰支援

の充実 

在宅復帰に向けて患

者指導件数、リハビ

リを増やす 

ケアマネ、在宅医、訪問看護ステーションと

のカンファレンスや在宅復帰に向けた退院前

訪問指導、リハビリを促進する 

疾病重症化予

防 

疾病重症化予防を推

進する 

予防接種などの受診や高齢患者の検査入院、

短期集中リハ入院を促進する 

健康予防活動 行政と協働して健康

予防活動を推進する 

市民公開講座の開催、健康づくり活動・出前

講座などへの参加を促進する 

〇 施策Ｄ 病院間連携･役割分担、長期構想の検討 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

病病連携の推

進 

他病院と役割分担・

連携強化を図る 

役割分担・連携強化に関する協議を行う 

病院間連携体

制の強化 

地域医療連携推進法

人制度を活用する 

病院間連携体制に関する協議を行う 

長期的な病院

のあり方 

新たな病院体制を明

確化する 

地域住民や関係者の意見交換を行い、病院の

長期構想を策定する 

〇 施策Ｅ 生産性の向上、患者サービスの充実 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

タスクシフト・

シェアの推進 

職種間での業務連携

を促進する 

特定看護師や医療技術スタッフなどの育成を

行い、医師・看護師・メディカルスタッフな

どの負担軽減及び処遇改善を行う 

業務の効率化 ＩＣＴを活用して業

務の効率性を高める 

電子カルテシステムなどのＩＣＴ活用や、デ

ータの利活用により業務改善を行う 
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課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

医療の質の評

価 

仕組みを整備し医療

の質を継続的に高め

る 

インシデントアクシデントレポートや医療の

質の評価事業、医療機能評価機構、卒後臨床

研修評価などの第３者評価事業を活用する 

患者サービス

の充実 

患者の利便性・快適

性を高める 

外来の待ち時間短縮や患者の療養環境改善に

向けた取組みを行う 

院外広報の推

進 

認知度・口コミ評判

を高める 

広報人材を確保し、広報誌やＳＮＳ活用、病

院祭などにより情報発信を推進する 

業務改善の推

進 

職員及び組織の業務

改善意識を高める 

業務改善提案制度の活用や業務改善のプロジ

ェクトを実施する 

〇 施策Ｆ 職員の働きやすい環境の整備と人材の確保 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

人事考課・評価

制度の充実 

補助 者待 遇の 改

善、評価制度を効

果的に運用する 

評価制度の見直しや補助職などの人事制度な

どを見直す 

医療スタッフの

働き方改革 

多様な働き方を選

択できる職場環境

を目指す 

労務管理体制の強化と勤務体制の柔軟化を行

う 

コミュニケーシ

ョンの活性化 

職員間のコミュニ

ケーションを促進

する 

院内広報や病院イベントの企画、職員コミュ

ニケーションを推進する 

人が育つ職場改

革 

職員個々のキャリ

アデザインを支援

する 

職階別研修の充実や資格取得支援などのキャ

リア支援、教育体制を充実する 

必要な人材の採

用 

病院機能に応じた

必要なスタッフ数

を確保する 

常勤医師の招聘、必要な人材の採用計画を定

める 

採用広報の推進 効果的な採用活動

を行う 

就活イベントへの参加や多様な採用活動を行

う 
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〇 施策Ｇ 持続可能な経営管理体制の整備 

課題項目 目指す姿及び目標 アクションプラン 

病院経営管理体

制及び企画機能

の強化 

問題解決力、企画

実行力を高める 

病院組織改革を行い、病院企画部門の設置、

地域連携部門の体制を充実する 

経営形態の見直

し 

迅速かつ柔軟な意

思決定組織を目指

す 

地方公営企業法全部適用への移行について

検討する 

目標管理及び情

報共有 

自律的な組織運営

を目指す 

部署目標管理体制を見直し、部署目標及び部

署横断的な目標を明確にする 

収益の確保 収益の向上、診療

報酬請求精度を高

める 

病床管理を見える化し、施設基準の取得推進

や定期的なレセプトチェック、医事勉強会を

開催する 

コスト抑制・管理

体制の強化 

費用の抑制、職員

のコスト意識、管

理意識を高める 

コストの見える化、費用対効果分析、医療機

器や診療材料などの購買プロセスの厳格化

によりコスト意識を高め、経費や委託業務内

容の精査、見直しをするとともに、セキュリ

ティやサイバー対策を行う 
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（参考）用語解説 

※１.新興感染症（Ｐ.１） 

最近新しく認知され、局地的にあるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症。 

 

※２.保健医療計画（Ｐ.２） 

都道府県知事が保健医療環境の変化に対応すべく、医療を提供する体制の確保等に

ついて計画したもの。６年ごとに見直される。 

 

※３.地域医療構想（Ｐ.２） 

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見

据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能

分化・連携を進めていく必要がある。医療機関の機能分化・連携のために、各地域に

おける２０２５年の医療需要と病床の必要量を「高度急性期、急性期、回復期、慢性

期」の４つの医療機能ごとに推計して策定したもの。 

 

※４.西三河南部西医療圏（Ｐ.４） 

一次医療（通院医療）から二次医療（入院医療）までを包括的、継続的に提供し、

特殊な高度医療（精神病床、結核病床、感染症病床及び三次医療の病床）を除き、一

般及び療養の病院病床（診療所の療養病床を含む。）の整備を図るための地域単位とし

て市町村を超えて設定された区域。碧南市民病院のある碧南市は刈谷市、安城市、西

尾市、知立市、高浜市で構成された西三河南部西医療圏に属している。 

 

※５.各医療機能（Ｐ.６） 

高度急性期機能・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、 

診療密度が特に高い医療を提供する機能 

急性期機能・・・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、 

医療を提供する機能 

回復期機能・・・・・急性期を経過した患者へ在宅復帰に向けた医療や 
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リハビリテーションを提供する機能 

慢性期機能・・・・・・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

 

※６.医業収支比率（Ｐ.１４） 

病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指

標である。医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示すものであり、

医業活動における経営状況を判断するものである。 

 

※７.経常収支比率（Ｐ.１４） 

医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活

動による収益状況を示す指標。総務省の指標では、単年度の収支が黒字であることを

示す１００％以上となっていることが必要である。数値が１００％未満の場合、単年

度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要である。 

 

※８.地域包括ケアシステム（Ｐ.１６） 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制である。 

 

※９.救急告示病院（Ｐ.１６） 

消防法２条９項により１９６４年の「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府

県知事が告示し指定する病院である。救急隊が搬送する傷病者の収容及び治療を行う

医療機関のこと。 

 

※１０.在宅療養後方支援病院（Ｐ.１６） 

自宅・施設で在宅療養を受けている患者の急変・増悪時に、２４時間いつでも救急

診療・入院診療の対応ができる体制を整えることで、在宅医療機関の支援の役割を担

う医療機関のこと。 
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※１１.地域包括ケア病棟（Ｐ.１７） 

急性期の治療が終了し直ぐに在宅や施設に移行するには不安のある患者、在宅療養

中に緊急入院した患者に対して、在宅復帰に向けて診療、看護、リハビリなどを行う

ことを目的とした「在宅復帰支援のための病棟」である。 

 

※１２. 地域医療連携推進法人制度（Ｐ.２０） 

地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連

携を推進するための方針（医療連携推進方針）を定め、医療連携推進業務を行う一般

社団法人を都道府県知事が認定（医療連携推進認定）する制度。 

 

※１３.ＤＰＣ
ディーピーシー

（Ｐ.２１） 

入院患者の病名、症状、治療行為をもとに厚生労働省が定めたＤＰＣ（診断群分類）

ごとに、１日当たりの定額の点数からなる包括評価部分（入院基本料、投薬、注射、

検査、画像診断等）と、従来の出来高評価部分（手術、麻酔、リハビリ等）を合わせ

て入院費を計算する方式をいう。この際の病名選定をコーディングという。 

ＤＰＣ制度（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）は、閣議決定に基づき平成１５ 年に導入された、

急性期入院医療 を対象とした診療報酬の包括評価制度である。 

「ＤＰＣ」という呼称については、①診断群分類に基づく１日当たりの定額報酬算

定制度を意味する場合と、②患者分類としての診断群分類を意味する場合とが混在し、

両者の使い分けを明確にするべきという指摘があった。 

本来ＤＰＣ（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏ

ｎ ）は②の意味で作られた略称であり、支払制度の意味は含まれない。このため、支

払制度としてのＤＰＣ制度の略称についてはＤＰＣ／ＰＤＰＳ（ Ｄｉａｇｎｏｓｉ

ｓ ＰｒｏｃｅｄｕｒｅＣｏｍｂｉｎａｔｉ ｏｎ / Ｐｅｒ Ｄｉｅｍ Ｐａｙｍｅｎ

ｔＳｙｓｔｅｍ ）とすることで平成 ２２ 年 １２ 月 １６ 日の中央社会保険医療

協議会ＤＰＣ評価分科会において整理された。 
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※１４.逆紹介（Ｐ.２１） 

当院で受療されている患者を必要性に応じて、他の医療機関へ紹介すること。 

 

※１５.地方公営企業法 一部適用、全部適用（Ｐ.２３） 

地方公営企業法のうち一定の部分（経営の基本原則、企業の設置、財務に関する規

定など）のみを適用した事業を「一部適用」と呼ぶ。一方、組織および職員の身分取

扱いに関する規定等）をふくめ、公営企業法を全面的に適用する事業を「全部適用」

と呼ぶ。 

 

※１６.施設基準（ｐ.２４） 

医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚

生労働大臣が定めた、保険医療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、

安全面やサービス面等を評価するための基準である。 

 

※１７.診療報酬（ｐ.２６） 

保険診療の際に診療等の対価として計算される報酬のことをいい、国が定めた診療

報酬点数表に基づいて、１点１０円で計算される。患者は、この一部を窓口で支払い、

病院や薬局等は診療報酬明細書（レセプト）を作成して、健康保険（公的医療保険)に

請求を行い、２か月後にその残額が支払われる。なお、健康保険が適用されないお産

や個室代などの料金は、患者が全額を負担する。厚生労働省が主導となり２年に１回

見直される。 

 
以上 


